
農業委員会だより

　
農
地
を
住
宅
、
店
舗
、
資
材
置
場
、

駐
車
場
な
ど
農
地
以
外
の
土
地
に
す
る

こ
と
を
転
用
と
言
い
ま
す
。
農
地
転
用

許
可
制
度
は
優
良
農
地
を
確
保
し
、
計

画
的
な
土
地
利
用
を
推
進
す
る
こ
と
が

目
的
で
あ
り
、
転
用
す
る
場
合
に
は
農

地
法
に
基
づ
く
転
用
許
可
が
必
要
で
す
。

　
　
　

　
▼
農
地
法
第
４
条
許
可

　
自
己
所
有
の
農
地
を
転
用
す
る
場
合

に
必
要
な
許
可
で
す
。

▼
農
地
法
第
５
条
許
可

　
自
己
所
有
農
地
ま
た
は
採
草
放
牧
地

を
転
用
目
的
で
売
っ
た
り
、
貸
し
た
り

す
る
場
合
に
必
要
な
許
可
で
す
。

　
農
地
の
所
有
者
だ
け
で
な
く
、
そ
の

農
地
を
所
有
者
か
ら
買
っ
た
り
、
借
り

た
り
し
て
転
用
す
る
者
も
所
有
者
と
連

署
し
て
許
可
申
請
を
す
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。

▼
農
地
転
用
許
可
基
準

　
農
用
地
区
域
内
に
あ
る
農
地
や
、
第

１
種
農
地
（
お
お
む
ね
10　
以
上
の
規

模
の
一
団
の
農
地
の
区
域
内
に
あ
る
農

地
や
、
土
地
改
良
事
業
等
の
工
事
を
完

了
し
た
区
域
内
に
あ
る
農
地
な
ど
良
好

な
営
農
条
件
を
備
え
て
い
る
農
地
）
で

は
、
農
地
転
用
は
原
則
認
め
ら
れ
ま
せ

ん
。
　
ま
た
、
事
業
計
画
ど
お
り
に
農
地
転

用
さ
れ
る
こ
と
が
確
実
と
認
め
ら
れ
な

い
場
合
や
、
周
辺
農
地
の
営
農
条
件
に

支
障
を
生
じ
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に

は
、
農
地
転
用
は
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
。

　
近
年
、
売
電
を
目
的
と
し
た
太
陽
光

発
電
設
備
を
農
地
へ
設
置
し
た
い
と
の

相
談
が
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
農
地

へ
の
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備

の
設
置
の
場
合
で
も
、
農
地
法
に
基
づ

く
転
用
許
可
が
必
要
で
す
。

　
な
お
、
優
良
農
地
確
保
の
観
点
か
ら
、

対
象
と
な
る
農
地
の
立
地
条
件
に
応
じ

て
転
用
の
適
否
を
判
断
す
る
た
め
、
農

振
農
用
地
や
第
１
種
農
地
へ
の
設
置
は
、

原
則
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
。

▼
許
可
権
限

　
那
須
町
農
業
委
員
会
は
、
平
成
28
年

４
月
か
ら
は
４
ha
以
下
に
つ
い
て
、
栃
木

県
知
事
か
ら
許
可
権
限
の
委
譲
を
受
け
て

い
ま
す
。
ま
た
、
４
ha
を
超
え
る
場
合
は

知
事
許
可
に
な
り
ま
す
。

▼
申
請
書
添
付
書
類

①
土
地
の
登
記
事
項
証
明
書

②
公
図
の
写
し
ま
た
は
土
地
の
位
置
の

　
特
定
が
で
き
る
図
面

③
位
置
図

④
周
辺
見
取
図

⑤
特
定
図
（
土
地
の
一
部
を
転
用
す
る

　
場
合
）

⑥
土
地
利
用
計
画
図

⑦
平
面
図

⑧
事
業
計
画
書

⑨
資
金
証
明

⑩
土
地
改
良
区
の
意
見
書
（
土
地
改
良

　
区
の
地
区
内
の
場
合
に
限
る
）

⑪
他
法
令
の
許
認
可
書
の
写
し
ま
た
は

　
許
認
可
の
手
続
き
状
況
を
証
す
る
書

　
面
等

※

農
地
転
用
の
許
可
申
請
を
す
る
方
は
、

申
請
書
と
そ
の
内
容
に
つ
い
て
、
事
前

に
農
業
委
員
会
事
務
局
に
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

　
平
成
31
年
の
農
作
業
標
準
料
金
表
を

次
の
と
お
り
決
定
し
ま
し
た
。

　
な
お
、
標
準
料
金
で
す
の
で
ほ
場
条

件
や
作
業
の
難
易
度
等
著
し
く
異
な
る

場
合
は
、
相
互
協
議
の
上
決
定
し
て
く

だ
さ
い
。

　
農
作
業
標
準
料
金
表
は
、
町
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
に
も
掲
載
し
て
い
ま
す
。

▼
問
合
せ　
農
業
委
員
会
事
務
局

　
☎
72
６
９
２
５

農
地
法
第
４
条
・
第
５
条
許
可

農業者年金のお問い合わせは、
お近くの農業委員、農業委員会
事務局またはＪＡなすの各支店
にお尋ねください。
那須町農業委員会事務局 　☎ 72-6925
那須野農業協同組合
　　　  那須支店 　　　 　☎ 72-6111
　　　  高久支店 　　　　 ☎ 64-1122
　　　  伊王野出張所　     ☎ 75-0004

⑲

農
地
転
用
許
可
制
度

農
作
業
標
準
料
金
表

の
決
定

ha


